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暴風警報等発表時の休校措置について 

 

 台風等非常変災時の措置について、大阪市では以下のように決められ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ このお知らせを家の中のよく見えるところに貼っておいてください。 

※ 非常変災時には電話が通じにくくなりますので、休校確認のお電話

はご遠慮いただきますようお願いします。 

※ 大雨警報や洪水警報については休校措置の対象ではありませんので、

ご注意ください。 

○ 午前７時の時点で、 

「暴風警報」「暴風雪警報」もしくは「特別警報」 

が発表されているときは、休校とする。 

  また、地震に係る「警戒宣言」 

が発表されているときも、休校とする。 

 

○ 地震等により、午前７時の時点で、ＪＲ環状線、 

及び大阪市営地下鉄（ニュートラムを含む）の双方

が全面運休している場合、休校とする。 


